
深谷 市地 域 福祉 計画 策定 委 員会 設置 要綱  

平成 ２６ 年 ５月 ２７ 日市 長 決裁   

 （設 置 ）  

第 １ 条  社 会 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ４ ５ 号 ） 第 １ ０ ７ 条

に規 定す る 地域 福祉 計画（ 以下「 計画 」と い う。）を策 定す

る た め 、 深 谷 市 地 域 福 祉 計 画 策 定 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」

とい う。）を 置 く 。  

（所 掌事 項 ）  

第２ 条  委員 会 の 所掌 事項 は 、次 に掲 げる も のと する 。  

（１ ）  計 画の 策定 に関 す るこ と。  

（２ ）  そ の他 計画 の策 定 に必 要な 事項 に 関す るこ と。  

（３ ）  そ の他 計画 の評 価 に必 要な 事項 に 関す るこ と。  

（組 織）  

第３ 条  委 員会 は、概 ね ２０ 人 以 内 の 委員 を もっ て組 織す る。 

２  委員 は、次 に 掲げ る者 の うち から 、必 要 の都 度、市長 が 委

嘱す る。  

（１ ）  学 識経 験者  

（２ ）  社 会福 祉関 係団 体 の代 表者  

（３ ）  市 民活 動関 係団 体 の代 表者  

（４ ）  市 内小 ・中 学校 長 の代 表者  

（５ ）  深 谷市 人材 バン ク の登 録者  

（６ ）  市 職員  

（任 期）  

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、 第 ２ 条 に 規 定 す る 事 務 が 終 了 す る ま

でと する 。  

（委 員長 及 び副 委員 長）  

第 ５ 条  委 員 会 に 、 委 員 長 及 び 副 委 員 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選

によ りこ れ を定 める 。  

２  委員 長 は、 会務 を総 理 し、 委員 会を 代 表 す る。  

３  副 委 員 長 は 、 委 員 長 を 補 佐 し 、 委 員 長 に 事 故 が あ る と き



は、 その 職 務を 代理 する 。  

（会 議）  

第６ 条  委 員会 は、 委員 長 が招 集し 、会 議 の議 長と なる 。  

２  委 員 会 は 、 委 員 の ２ 分 の １ 以 上 が 出 席 し な け れ ば 会 議 を

開く こと が でき ない 。  

３  委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 会 議 に 委 員 以 外

の者 の出 席 を求 めて 意見 又 は説 明を 聴く こ とが でき る。  

（ 市 民会 議 ）  

第 ７ 条  委 員 会 は 、 第 ２ 条 に 掲 げ る 所 掌 事 項 に 関 し 調 査 及 び

検討 を行 う ため 、 市 民会 議 を 置 く こ とが で きる 。  

２  市民 会 議の 運営 に関 し 必要 な事 項は 、 別に 定め る。  

（庶 務 )  

第 ８ 条  委 員 会 の 庶 務 は 、 福 祉 健 康 部 福 祉 政 策 課 に お い て 処

理す る。  

（そ の他 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 委 員 会 の 運 営 に 関 し

必要 な事 項 は、 委員 長が 別 に定 める 。  

附  則  

この 要綱 は 、 平 成２ １年 ４ 月１ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

この 要綱 は 、 平 成２ ６年 ６ 月１ 日か ら施 行 する 。  

附  則  

この 要綱 は 、 令 和３ 年３ 月 ２４ 日か ら施 行 する 。  

附  則  

この 要綱 は 、 令 和４ 年５ 月 ２日 から 施行 す る。  

 


